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はじめに 

公益財団法人タカミヤ・マリバー環境保護財団は、平成５年１1月１日に設立

され、今期で財団設立時から数え２４期目、また、公益財団法人としての活動

は６期目となります。 

今期、財団の主要事業であります紫川へのアユ放流事業は財団設立以前の活

動を含めると、３０回目を向かえ、環境保護シンポジウムは２０回を数えます。 

加えて、市内の環境保全団体に対する活動資金助成事業（マリバーエイド）

では、助成団体数は６０団体を超え、その中の幾つかの団体では、活動内容や

継続性が各方面から高く評価され、全国的な表彰を受賞されるまでに成長して

おります。それぞれ、財団の支援無くしては継続出来なかったものとして、団

体関係者から大きな謝意をいただいております。 

このように、平成２７年度も地域の環境と真摯に向き合い、公益要件である

公益性、公平性を保ちながら積極的に諸事業を実施し、より高い信頼を頂ける

公益財団を目指して参りたいと考えております。 

 

公益目的事業計画 

 

Ⅰ．河川・海岸線の美化推進事業 

Ⅱ．水生生物の生態研究及び保護・育成事業、海域の水産資源保護増殖事業 

Ⅲ．河川及び海岸線愛護、水生生物の研究・増殖、水辺の青少年とのふれあい

事業を行う団体に対する助成事業 

Ⅳ．河川及び海岸線愛護、水生生物の研究・増殖、水辺の青少年とのふれあい

事業に関するシンポジウム・環境教育事業 

Ⅴ．北九州市環境ミュージアムの運営・管理事業 

 

Ⅰ．河川・海岸線の美化推進事業 

１.環境美化イベント事業 

財団主催、及び共催により、２７年度は６回の河川・海岸線美化清掃イベント

を実施いたします。内訳は、紫川、大蔵川、金山川を中心として年間３回以上

の市民へ参加を呼掛けての河川、河畔でのイベント、小倉日明海岸、若松北海

岸、門司海岸、若松響灘海岸を中心として、年間３回以上の市民参加の啓発型

清掃イベントを実施いたします。 

２.マリバー１号による事業 

マリバー号１号は２トンパッカー式塵芥収集車で、街宣設備を有し、乗務員２
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名により月曜から金曜までの毎日、北九州市内の海岸線での、市民への環境美 

化の呼びかけ運動、及び乗務員による清掃、ゴミ収集及び処理並びに広大な北 

九州市内海岸部に投棄される不法廃棄物の監視、担当部署への通報活動を続け

て参ります。また、土、日祭日等にはマリバー１号、２号ともに、河川愛護団

体等の行う美化推進活動の支援、水辺環境美化への啓発活動を行います。 

 

 マリバー１号巡回計画 

ア.脇田海岸エリア 

イ.響灘エリア 

ウ.戸畑・若松エリア 

エ.日明エリア 

オ.砂津・末広エリア 

カ.太刀浦エリア 

キ.門司港・和布刈エリア 

ク.新門司北エリア 

 

３.マリバー２号による事業 

マリバー２号は北九州市内の中小河川の巡回が主になる為、軽ダンプ式塵芥収

集車を採用し、街宣設備を有し、乗務員２名にて、毎週５日、毎月２回の頻度

で北九州市建設局の管理する市内４９河川（５２区分）の巡回を行い、市民へ

の環境美化の呼びかけ、乗務員による清掃ゴミ収集及び不法投棄、護岸施設等

の損壊の確認・通報を行います。 

また、土、日祭日等にはマリバー１号とともに、河川愛護団体等の行う美化推

進活動の支援、水辺環境美化の啓発を行います。 

 

マリバー２号巡回計画 

 
河川名 区 巡回区間 

1 城内川 小倉北区 小倉城周辺 

2 砂津川 小倉北区 チャチャタウン周辺～神嶽川合流点 

3 神嶽川 小倉北区 砂津川合流点～三郎丸橋付近 

4 紫川 1 小倉北区 市役所～旧小倉記念病院前 

5 紫川 2 小倉北区 旧小倉記念病院前～今町小学校前 

6 小熊野川 小倉北区 紫川インター付近～ほたるの里 

7 長行山田川 小倉南区 平原橋～上流に向けて 

8 紫川 3 小倉南区 砂原橋～亀年橋 
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9 合馬川 小倉南区 御園橋（紫川合流点）菅生中学校付近～麻生橋 

10 紫川 4 小倉南区 堂ノ前橋（すがお小学校付近）～頂吉 

11 東谷川 小倉南区 上流～ほたる橋～中の橋～宮の前橋～紫川合流点 

12 立花川 小倉南区 井手浦浄水場～上流 

13 井手浦川 小倉南区 井手浦浄水場～上流 

14 母原川 小倉南区 上流～母原公民館～和甲橋～東谷川合流点 

15 茶屋川 小倉南区 母原川合流点～みのだ橋周辺～上流 

16 志井川 小倉南区 起点～モノレール駅下流 

17 村中川 門司区 西新町公園～上流 

18 大川 門司区 大里～黒原 

19 羽山川 門司区 上流（警察官舎）～旧電車通り 

20 清滝川 門司区 清滝公園より下る 

21 奥畑川 門司区 宮前新橋～高速道路インター付近 

22 櫛毛川 門司区 相割川合流点～鳥巣病院付近 

23 相割川 門司区 河口～櫛毛川合流点 

24 竹馬川 小倉南区 河口～長野川合流点～起点 

25 朽網川 小倉南区 河口～昭和池 

26 貫川 小倉南区 河口～起点 

27 大野川 小倉南区 河口～上流 

28 田原川 小倉南区 竹馬川合流点～曽根市街 

29 長野川 小倉南区 竹馬川合流点～森の緑地 

30 板櫃川 小倉北区 河口～大蔵川上流 

31 槻田川 八幡東区 板櫃川合流点～猪倉 

32 天籟寺川 戸畑区 ほたるの里～河口 

33 撥川 八幡西区 鳴水砂防堰～国道３号線付近 

34 割子川 八幡西区 穴生大橋（３号線）～鷹見神社 

35 建郷川 八幡西区 金山川合流点～熊野神社（上流） 

36 中子川 八幡西区 金山川合流点～上流 

37 金山川 八幡西区 新々堀川合流点～則松橋～水辺の里～永犬丸橋 

38 新延川 八幡西区 黒川合流点付近（新延橋）～上流 

39 白木川 八幡西区 畑貯水池～白木貯水池～上流 
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40 黒川 八幡西区 笹尾川合流点（笹尾川橋）～梅崎橋～上流（畑水処理場） 

41 金剛川 八幡西区 笹尾川合流点～金剛（都市高速下）～上流 

42 笹尾川 八幡西区 遠賀川合流点～野面大橋～稗田橋～上流 

43 堀川 八幡西区 遠賀川合流点（唐戸橋）～笹尾川合流点 

44 新々堀川 八幡西区 河口（本城橋）～折尾駅～折尾高校 

45 金手川 八幡西区 河口（洞北橋）～折尾 3丁目交差点付近 

46 江川 若松区 河口～汐分橋～浅川橋～向田橋～遠賀川合流点 

47 坂井川 若松区 江川合流点～稲国橋～有毛 

48 曲川 若松区 鯨瀬排水場（曲川大橋）～三ッ頭 1 丁目付近 

49 寺田川 若松区 東二島 2 丁目付近（JR 踏切）～新寺田川橋 

50 原田川 若松区 マルショク（東二島 1 丁目）～上流 

51 相川 若松区 相川橋～上流 

52 熊本川 若松区 片山池～江川合流点 

 

 

Ⅱ．水生生物の生態研究及び保護・育成事業及び 

海域の水産資源保護・増殖事業 

この事業は、紫川の生態系の研究、アユの研究・保護、北九州市内でのメダカ・

ホタルの保護及び、北九州市周辺海域の水産資源保護・育成を行う事業です。 

北九州の良質な自然環境の象徴として、小倉南区・小倉北区を流れ、響灘に注

ぐ紫川があります。この川は、田園部と都市中心部を縦断しており生態系を考

える上でも重要な価値があります。その中で、アユは最も象徴的な指標です。

当財団は紫川において、産卵・降下・遡上の状況について調査を行っておりま

す。今後も徹底した調査を行い、精度の高い遡上並びに降下のデータを収集、

蓄積したいと考えており、結果によっては、福岡県及び北九州市、また水利権

を有する企業等への要望を行って参ります。 

１.アユの生態研究・保護育成事業 

具体的には、４月に福岡県水産振興課よりのご協力を得て、福岡県産の稚アユ

２万尾を放流いたします。この放流事業は財団設立以前より継続しており今期

で３０回目となりますので、今年度はより多くの皆様に参加していただくため

の広報、行事をおこないます。又、その後の生態調査につきましては、前年度

実施致しました紫川の仔アユの産卵、降下調査を、より詳細に進めて参ります。

紫川におけるアユの現状を把握するため、降下仔アユの現状と、産卵状況を把

握し、取水堰による流下仔アユの迷入（吸い込み）量を把握するものです。な
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お、今年度調査は一昨年度の北九州市による調査、昨年度の財団の調査を継続

し、今後の対策の検討を行うための基礎資料の収集と、課題解決の方策を検討

することを目的として行います。 

また、全国的に多くの河川では、天然アユの減少要因の一つとして産卵場所の

減少があります。紫川でも、過去に産卵していた篠崎大橋下流域の瀬は、現在

産卵に適さない河床となっていることから、必要に応じて、局所的に産卵環境

の再生・創出を行い、その効果の把握として産卵場調査を計画いたします。 

２.メダカ・ホタルの保護 

メダカ・ホタルの保護につきましても、市内各所で助成金交付団体である小学

校を中心としての調査・増殖を行っております。放流種につきましては、同一

水系による種に限定する等、生態系に充分配慮し、遺伝子レベルで地域の固有

種が守られるよう、場所・方法を選定して行っております。 

３.水産資源保護・増殖事業 

北九州周辺の海域水産資源の保護・増殖につきましては、海水魚の稚魚の放流

を市内各所で行い、資源の枯渇を食止め、保護・増殖に努めます。特に生態系

に配慮し、クロダイなどの周辺海域の固有種を放流いたします。 

 

Ⅲ．河川及び海岸線愛護、水生生物の研究・増殖、水辺の青少年との 

ふれあい事業を行う団体に対する助成事業（マリバーエイド） 

当財団では、市民や環境保護団体の皆様と協力しあい、より美しく、自然豊

かな北九州市の水辺環境づくりに取組んで行くために「クリーン・マリバー・

ネットワーク」運動を提唱しています。一人一人の力だけでなく、また一団体

の活動だけでなく、大きなネットワークとして連動して盛り上げていこうとい

う運動です。 

このため、当財団では環境保全や水生生物保護などに関するＰＲや事業活動を

積極的に推進する一方、関係団体の活動にも資金援助や協力をさせていただく

助成金制度を設けています。 

この制度の愛称を“タカミヤ・マリバー・エイド”と呼び、当財団の趣旨に沿

った事業の実施を目的とした活動実績を有し、北九州市に所在を置く任意団体、

又は有志の調査・研究グループ（自治会、子供会、学校を含みます）を対象と

しております。 

この助成金の交付の対象となる事業（以下、｢助成事業｣という）は、事業開始

前の２月１日より３月１０日にホームページ及び関係行政機関等を通じて公

募し、その対象は次に掲げる１～５を充たすものとします。 

１.財団定款第４条（1）～（3）に沿った事業の実施を目的として活動実績を有

し、基本的には北九州市内に所在を置く任意団体、又は有志の調査・研究
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グループ（自治会、子供会、学校を含む）。 

２.また、次に掲げる要件を備えている団体、又はグループ 

・現在、団体の意志を決定し、執行する組織を維持していること。 

・自らを経理し、明朗な会計機能を有すること。 

・代表者、または事務局担当者の責任、所在連絡先が明確、容易であること。 

・事業全体の適切な事業報告書（含会計報告書）の作成、提出が可能である 

こと。 

３.財団定款第４条（1）～（3） に沿った、特別なイベントの主催団体。 

・但し、営利目的の事業、企業色の強い、宣伝を意図したイベントは除く。 

４.財団定款第４条（1）～（3）に沿った事業内容で、申請を希望する団体が直

接主催する事業 

５.実施地域は、北九州市を中心とした福岡県内に限るものとし、平成２７年４

月１日から平成２８年３月３１日までに実施予定の事業 

 

この事業の対象団体の審査、選定にあたっては、学識経験者を中心とした｢助成

金選定委員会｣により、厳正かつ公平な運用を行ってまいります。 

           

平成２７年度助成事業 （過去の実績と現在の申請状況からの目安）  

      

①河川環境美化・清掃事業及び河川愛護団体との協力、ならびに支援事業  

（1）河   川 北九州市内の河川    

（2）区   間 北九州市内域の全区間     

（3）助成団体 10～20 団体    

②水辺の自然と青少年とのふれあい事業      

（1）事業概要 キャンプ教室・釣り大会・その他自然と親しむ水辺での 

イベント     

（2）助成団体 10～15 団体     

③ 水生生物の生態研究並びに保護・育成事業  

（1）習性研究・遡上数調査      

（2）ホタル飼育      

（3）助成団体   10～15 団体     

④河川・海域の水産資源保護・増殖並びに沿岸域の環境美化事業  

（1）北九州市への稚魚放流     

（2）北九州市沿岸域の環境美化・清掃      

（3）助成団体   1～5 団体    

⑤その他      
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（1）環境教育事業      

（2）海岸線緑化他    

（3）助成団体   10～15 団体     

 

Ⅳ． 河川及び海岸線愛護、水生生物の研究増殖、水辺の青少年との 

ふれあい事業に関するシンポジウム・環境教育事業 

この事業は、公１、公２、公３の事業内容をより、一般市民へ広めていくため

に開催するシンポジウム、及び同様の主旨での子供たちへの環境教育活動を行

う事業です。 

シンポジウムは、毎年１回市民に対して環境保全の必要性を訴える啓発活動 

の一環として、毎回、環境に関するテーマを設定し、テーマに沿った特別ゲス

トやパネリストと共に、環境問題に取り組んでいる方々や、団体を招いて開催

します。 

今年度は、第２０回にあたり、北九州市の協力により今までとは違った形のシ

ンポジウムとなるよう現在計画中です。 

 

１.第２０回タカミヤ・マリバー環境保護シンポジウム 

平成２７年度のシンポジウムは２０回の記念事業として北九州市とも連携し、

より深い環境を考えていくシンポジウム（仮）｢蘇った！青い海と青い空｣をテ

ーマとして開催いたします。 

  

◆日 時   ……平成２７年１２月５日（土） 

◆会 場   ……北九州国際会議場 メインホール 

◆テーマ   ……（仮）｢蘇った！青い海と青い空｣  

◆主 催   ……（公財）タカミヤ・マリバー環境保護財団 

◆共 催   ……北九州市 

◆協 力   ……北九州商工会議所、福岡経済同友会、経済団体他 

◆参加者   ……約５００名 

◆参加費   ……無料 

◆行 程   …… １．主催・共催挨拶 

         ２．助成先団体紹介 

         ３. 団体表彰 

         ４．フィルム上映 ［青空がほしい］ 

加藤美佐子氏 

    ５．基調講演 講師等調整中 

            

         ６．パネルディスカッション 
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          （仮）「公害克服を振り返って」 

           パネリスト（案） 

           北九州市関係者、加藤美佐子氏、 

企業関係者、財団役員他 

 

２.環境教育 

財団では、これまでふれあい体験活動や、ホタルの飼育、遊休地を活用したビ

オトープ作りを行っている小学生との対話、活動協力等を通して、様々な子ど

もたちへの環境活動を、直接的、間接的に行ってまいりました。 

今年度も引き続き、市内小学校や大学と連携し、次世代を担う子どもたちの健

全な育成に取り組んで参ります。 

ホタルやメダカといった水棲生物の保護・育成を目的としたビオトープ作り、

市内の川や池・海岸をテーマとした生物調査や水質調査に積極的に参加、支援

を行って参ります。 

当財団は、様々な野外体験や自然体験を通して得られる自然の摂理や自然の尊

さ等を学ぶ機会の場を、継続して提供していくことが重要だと考えております。

今年度も引き続き小学校や地域の団体、ＰＴＡ・教育委員会等との連携を密に

とり、子ども達への環境教育支援を強化して参りたいと考えております。 

 

環境教育 

① 今町小学校自然体験教室 

   「紫川を中心として」 ・日時 ７月１１日（土）、１2 日（日） 

② 大蔵小学校自然体験教室 

   「大蔵川の水生生物」 ・日時 ９月５日（土） 

③ 北九州大学・市内小学校 

   「藍島での自然体験教室」 

④ 九州工業大学・天頼寺小学校 

   「夜宮池を活用した自然体験教室」 

 

Ⅴ．北九州市環境ミュージアムの運営・管理事業 

 この事業は、「北九州市環境ミュージアム」の指定管理者として「特定非営

利活動法人 里山を考える会」との共同事業体により運営管理を行うものです。 

１．基本事項 

（１）管理運営に対する理念 

地域資源である北九州市環境ミュージアムを地域にもっと活用してもら

い、さらに地域で活かせる施設にしていくことで、北九州にしかない環境へ
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の切り口を語り継ぎ、北九州市民が誇れる施設にしていきます。 

（２）基本方針 

地域資源の有効活用を以下の 4 点と考え、運営の方針とします。 

①見える化 

これまでの歴史や文化を遺産とするのではなく財産として認識し、人やも

の、活動など北九州市には素晴らしい地域資源があるため、これらをわかり

やすく、使いやすいように情報を「見える」ようにします。 

②共有[シェア：おもちより・わかちあい・おすそわけ] 

北九州市環境ミュージアムの活動を地域へ[おすそわけ]し、今度は地域か

ら北九州市環境ミュージアムへ[おもちより]してもらえるような仕組みをつ

くります。そして北九州市環境ミュージアムの利用者がそれぞれの発見や活

動を持ち帰り、伝えることで思いを[わかちあう]ことができます。このよう

に利用するだけに留まらず、利用者が参加者になる仕組みを作ります。 

③地域資源化 

それぞれの言葉や活動を通じてこれらの取り組みが生活に活かされるこ

とで、いつのまにか利用者が参加者に変化し、その人自身が地域の資源とな

ります。また、そのことで、北九州市環境ミュージアムが生活に活かされ、

お互いが地域の資源へと変容していきます。 

④つながり 

わかりやすく見える化し、利用者が参加者へ、北九州市環境ミュージアム

と参加者のお互いが地域資源となることで新たな関係や活動が生み出され

ることになります。それをさらに見える化し、共有するスパイラルアップを

行うことで環境がそれぞれの生活により浸透し、北九州市の環境への取り組

みを支えていく文化になると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．管理運営等 

（１）施設の設置目的の達成に向けた取り組み 

スパイラルアップのイメージ 
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・公害資料の収集・保管、有効活用を行なう「青空学」を開講します。 

・環境人財を育成し、地域一体をフィールドとした環境学習を行ないます。 

・身近な３Ｒ活動を促進するため、展示物の作成やプログラムを開発します 

・環境未来学習システムとの連携をより強化します。 

・施設自体のエコに取り組み、見える化します 

・利用者予測（オペレーションカレンダー）に基づいた運営で効果・効率を  

倍増させます。 

 

（２）利用者の満足向上 

・利用者満足度 99％を目指します 

・今までの経験を活かし、それぞれのニーズを満たす取り組みとして自主事 

業を実施します。 

・入館料を無料化し気軽に立ち寄れる施設とします。 

・館内展示により入り込める雰囲気作りとしてゾーン毎にＢＧＭによる演出や、

リアルに体験できる仕組みを作ります 

・利用者のニーズに応えられるよう、月曜日の祝日や夏休み期間中の無休や営

業時間の延長等を行ないます。 

・利用者のリピート率を向上させるため、プログラムやイベントの種類を増 

やします。 

・利用者のニーズが効果的に分析できるようアンケートを見直します 

・利用者からの苦情はゲストアドバイスとして受け止め、より良い運営が行え

るよう活かします。 

また、対処のプロセスを見える化し、利用者から信頼して頂ける施設にしま

す。 

・ＰＤＣＡサイクルを用いた施設運営により利用者のニーズを運営に反映しま

す。 

 

３．人員計画 

（１）組織体系 

アドバイザースタッフ 館長 1 名 

副館長－2 名（非常勤） 

運営スタッフ      事務長 1 名（非常勤）  

事務長代理 １名 

次長 2 名 ガイド 10 名 

アドバイザリー会議 ： 北九州市環境ミュージアム指定管理者委員会 

（２）人材育成 
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・職員の専門性を高めるため、環境関連のセミナーへの積極的な参加や各自テ

ーマを設けて研究・プログラム開発を行ないます。 

・環境学習サポーターとの共同だけでなく、幅広い分野の他施設・団体と交流

することで活動の幅を広げます。 

・どなたでも気持ち良く施設が利用できるようホスピタリティとユニバーサル

の研修行ないます。 

４．自主事業について 

以下の通り、計画に基づいた事業を継続して実施します。  

（１）自主事業プログラム計画 

事業名 実施内容 

①青空学（継続） 環境未来都市北九州市の原点である「公害克服の歴

史」を後世に語り継ぐとともに、世代を超えた学習

プログラムを開発します。集約した情報を体系的に

整理し、発信する。 

②環境人財育成講座（継続） これまで職員が培ってきた伝える技術や知識をも

とに環境人財育成講座を実施し、幅広知識を備えた

環境リーダーを育てます。また、育てた人財をデー

タバンク化し、市域における環境学習への講師とし

て派遣できるシステムを作ります。 

③環境ワークショップ実践講座（継

続） 

 

環境ミュージアムで実施するプログラムのノウハ

ウを伝える講座を開講します。 

④知識・技術の見える化（継続） 

 

これまで蓄積してきた公害関連をはじめとした資

料をはじめ、職員が持つ技術・知識を資料として見

える化し、利用者の利便性を高めると共に、これを

教材化します。 

⑤３Ｒ啓発事業（継続） 環境活動の基本である３Ｒのさらなる促進するワ

ークショップを行います。 

⑥未来ホタルデー・ちょいエコホリ

デー 

（継続） 

市民・ＮＰＯ・企業・学校などが、日頃から実践し

ているさまざまな環境活動を発表する場として開

催し、より多くの市民へさまざまな視点から環境啓

発を行います。 

⑦イベントの拡充（継続） これまで実施してきたイベントを継続して実施す

ると共に、利用者の声を反映したイベンやエコツア

ー等を新規に企画し、実施します。 

⑧出張環境ミュージアム（継続） 市民の環境力向上に寄与できるよう、外部へ赴いて
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環境プログラム実施します 

⑨エコハウスワークショップ（継

続） 

エコライフ講座、エコクッキングなど、ライフスタ

イルから環境を考える講座を実施します。 

⑩環境未来学習システム推進業務

委託 

―環境コンシェルジュ業務―（新

規） 

市内における環境学習の相談窓口業務および、環境

学習施設の連携を図り、市民が北九州市全体を使っ

て環境学習を行えるようサポートを行う。 

 

（２）その他連携について 

「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」が世界文化遺産登録に向け

た体制作りが進んでおり、各部局との協働や地域内での連携が求められていま

す。観光・産業・環境が一体となって北九州市を盛り上げていけるよう、進ん

で協力を行います。また、北九州スマートコミュニティ創造事業の実証期間終

了や福岡県による北九州水素タウン実証期間の終了に伴う事業変更など、東田

地区は日々目まぐるしく変化しています。環境政策の最前線として位置づけら

れているこの地地域において、これらを市民の目線に立って紹介してきた当事

業体が果たす役割は大変大きなものと認識しています。今後も、環境局をはじ

め、関係部署との連携を密にし、我々にしかできない運営を行います。 

 


